
 

学会賞候補推薦のお願い 

 

褒賞担当理事 滝沢潤・安藤知子 

 

 2026 年度学会賞の候補を募集いたします。下記の要領をお読みのうえ、積極的にご

推薦下さい。 
 
日本教育行政学会賞の対象となる著書 
 1．2024 年 1 月以降に発表された本学会会員執筆による著書・編著書（共著・共編著

を含む）。 
 2．共著・共編著の場合は共著者・共編著者及び執筆者全員が本学会会員であること。 
 
応募手続 
 1．会員は自己の著書・編著書・共著・共編著書（以下、「図書」という。）若しくは自

己以外の本学会の会員の図書の中から、「日本教育行政学会賞」を受賞するにふ

さわしいと思われる図書を選定し、学会賞等推薦委員会に推薦することができる。 
 2．上記「推薦」を行おうとする会員は、「学会賞推薦書」を学会事務局宛てに提出す

るものとする。 
 
応募書類の提出について 
 1．上記推薦書には特別の書式を定めませんが、推薦者氏名、所属、住所、電話番号

あるいは E-mail、被推薦図書、被推薦者（所属、現住所）、推薦理由を必ず記入

してください。 
 2．学会賞の推薦にあたっては、被推薦図書を必ず 3 部添付して下さい。 
 
応募期限・書類提出先 
 1．締切は 2026 年 5 月 8 日（金）（必着）です。 
 2．書類の提出先は、以下の通りです。 

 〒169-8050 東京都新宿西早稲田 1-6-1 早稲田大学教育・総合科学学術院 
阿内春生 
（※推薦書、被推薦図書 3 部の送付先は、学会事務局（千葉大）

ではありませんので、くれぐれもご注意ください。） 
3．「日本教育行政学会賞推薦書在中」とお書き添え下さい。 

 
 

  



 

日本教育行政学会褒賞規程 
 

施行 1999（平成 11）年 10 月 23 日 
最終改正    2020（令和 2）年 10 月 09 日 

 
１． 本学会に「日本教育行政学会賞」（以下「学会賞」と言う。）、「日本教育行政学会

研究奨励賞」（以下「奨励賞」と言う。）、「日本教育行政学会功労賞」（以下「功労

賞」と言う。）を設ける。 
(1) 「学会賞」および「奨励賞」は特にすぐれた教育行政研究に対して与えられる。 
(2) 「功労賞」は、会長を務めた経歴を有する 60 歳以上の会員または理事（事務局長

を含む）を通算５期以上を務めた経歴を有する 60 歳以上の会員で、本学会の発展

に著しく功績のあったものに与えられる。 
２． 「学会賞」は、授与式が行われる研究大会が開催される年の前々年の１月以降に

発表された本学会会員の執筆になる著書・編著書（共著、共編著を含む）を審査対

象とする。 
３． 「奨励賞」は、授与式が行われる研究大会が開催される前年度に刊行された「日

本教育行政学会年報」の「研究報告」に掲載された会員の執筆になる論文を審査対

象とする。「奨励賞」の対象は、執筆者が公刊時において 37 歳以下であることを要

する。 
４． 学会賞等の審査は、推薦及び選考によるものとする。 
５． 常任理事会は、褒賞担当理事２名を選出する。褒賞担当理事は、選考に関する事

務を行う。 
(1) 常任理事会に学会賞等推薦委員会（以下「推薦委員会」と言う。）をおき、褒賞担

当理事２名を含む常任理事若干名を委員とする。委員長は褒賞担当理事のいずれか

が務める。 
(2) 推薦委員会は本学会内外から専門委員を委嘱することができる。 
６． 会員は、２に該当する自他の研究を「学会賞」の候補として、所定の書式による

「推薦書」とその該当する著作３部をもって推薦委員会に推薦することができる。

推薦委員会も、自ら学会賞の候補を選定し、常任理事会に推薦することができる。 
７． 「功労賞」の候補は事務局が推薦委員会に推薦する。 
８． 常任理事会は、推薦委員会から推薦された候補について、提出書類に基づいて資

格審査を行う。 
(1) 常任理事会が資格ありと認めた「学会賞」候補に関する審査は、常任理事会が委嘱

する委員３名からなる学会賞審査委員会が行う。 
(2) 常任理事会が資格ありと認めた「奨励賞」候補に関する審査は、研究推進委員長と

会員若干名により構成する奨励賞審査委員会が行う。委員長は研究推進委員長が務



 

める。ただし、研究推進委員長に支障がある場合は、研究推進委員長は研究推進委

員の中からその代理を指名することができる。奨励賞審査委員会は本学会内外から

専門委員を委嘱することができる。 
(3) 「功労賞」の候補の審査は、常任理事会が行う。 
９． 学会賞審査委員会及び奨励賞審査委員会は、審査の結果を常任理事会に報告する。 
10． 全国理事会は常任理事会からの報告について審議し、「学会賞」、「奨励賞」、「功

労賞」を決定する。 


